
≪消費税軽減税率対策窓口相談等事業≫ 

 

 １０月１日より消費税率が１０％に引き上げられると同時に消

費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率制度は確定申告の

時にだけ知識が必要…というものではありません。 

“軽減税率制度”とは、酒類・外食を除く飲食料品や、週２回

以上発行される新聞など、一部の品目に８％の消費税率が適用と

なる制度です。軽減税率が適用となる品目には決まりがあり、 

お客さんや従業員からどの商品が８％でどの商品が１０％なのか

確認される可能性があります。また制度施行前後は、商品・サー

ビスの契約日によって適用税率が異なることがあります。施行後

スムーズに対応できるよう、準備をしておきましょう。 
 

 

開 催 日 
① 令和元年８月７日（水）11:00～11:15 
② 令和元年８月８日（木）13:45～14:00 

会 場 江津商工会議所（島根県江津市嘉久志町 2306-4） 

受 講 料 無料 

定 員 20名 

講 師 浜田税務署 担当官 

主 催 江津商工会議所、桜江町商工会 

共 催 江津青色申告会、桜江町青色申告会 

■『プレミアム付商品券取扱店舗募集説明会』８月７日（水）10:00～11:00 

江津市が販売を予定しているプレミアム付き商品券が利用できる取扱店舗を募集します。 
担当：江津市プレミアム付き商品券事業実施本部 

■『Airレジ等導入セミナー＆相談会』８月 8日（木） セミナー/１４:０0～15:30 終了後相談会 

レジの買い替えに悩んでいる方に「Airレジ」や Air PAY の使い方や活用事例をご紹介します。 
講師：㈱リクルートライフスタイル 金指 美奈 様 

＜切り取り線＞ 

軽減税率制度説明会 受講申込書 ■FAX:0855-52-1369 
下記申込書を FAX でお送りいただくか、 

お電話にてお申し込みください。 

参加希望日 
※ 参加を希望する説明会開催日いずれかに✔ 

□８月７日（水）      □８月７日（水） 

住所 

〒   -    

TEL（   ）  - FAX（   ）  - E-mail:           ＠ 

参加者 氏名
ふりがな

 
 

氏名
ふりがな

 
 

事業所名  

記載された個人情報は、本セミナー以外での目的では一切使用しません。 


